
地域包括ケア病棟と
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入院の対象となる方

入院期間は	 
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急性期治療を終了し、病状が安定した患者さまに対して、在宅や介護施設への復帰支

援に向けた医療や支援を行う病棟です。一般病棟では入院して症状が安定すると早期

に退院となります。しかし、在宅での療養に不安があり、在宅復帰に向けて医療管理	 

診療、リハビリ、介護サービスの調整等を行い、一日でも早く再びご自宅や施設など

に安心して戻っていただけるようお手伝いします。	 

	     

■入院治療により状態は改善したけれども、もう少し経過観察が必要な方。	 	 

■在宅復帰に向けて、もう少しリハビリテーションが必要な方。	 	 

■介護保険サービスの利用や住宅改修等で、在宅復帰に向けて療養準備が必要な方。	 	 

■在宅療養中で一時的に入院が必要になった方。	 	 

■施設入所申し込み中で在宅での生活に不安のある方。	 	 

■レスパイト入院を希望する方。	 	 

	 

地域包括ケア病棟に入院できる最大日数は規定により	 60	 日が原則となります。	 

入院期間は、主治医との相談によって状態に応じて調整させて頂きます。この期間	 

内で治療やリハビリを行い、安心してご退院いただけるよう、医師や看護師、社会	 

福祉士、リハビリスタッフ等がご支援させていただきます。なお、病状の変化のた	 

め主治医が判断すれば、急性期病棟にお部屋を変更いただく場合がございます。	 	 

  

お気楽にご相談ください。担当：医療福祉連携室	 

�	 03-3642-0032	 



	 

⼊入院費⽤用  	 

╩ 地域包括ケア入院医療管理料	 2 	 を算定します。	 	 

╩ 入院料は定額で入院基本料・リハビリテーション料・投薬料・注射料・検査料・画像診断料などが含まれていま

す。	 	 

	 	 

	 	 


